
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ほぼ同一周波数帯で固有のＩＤ識別番号の信号を送信する微弱送信手段のみを有する無
線タグ 移送すべき荷物に着脱自在に取り付け、該荷物を運搬する運搬装置又は保管する
保管装置には荷物からの信号を受信する受信手段 、該運搬装置又は保管装置の位置情報
を取得し確認する位置情報取得手段 を有し、荷物のＩＤ識別番号の信号と位置情報とを
結合して物流管理装置に送信し、該物流管理装置は荷物のＩＤ識別番号と位置情報の履歴
から該荷物の現状を特定する物流管理方法
　

【請求項２】
　ほぼ同一周波数帯で固有のＩＤ識別番号の信号を送信する微弱送信手段のみを有する無
線タグ 移送すべき荷物に着脱自在に取り付け、該荷物を運搬する運搬装置又は保管する
保管装置には荷物からの信号を受信する受信手段 、該運搬装置又は保管装置の位置情報
を取得し確認する位置情報取得手段 を有し、荷物のＩＤ識別番号の信号と位置情報とを
結合して物流管理装置に送信し、該物流管理装置は荷物のＩＤ識別番号と位置情報の履歴
から該荷物の現状を特定する物流管理方法
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を
と

と

であって、
前記無線タグは、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線タグ内のＩＤ識別番号で搬送波

を振幅変調して送信する微弱送信手段を有するとともに、荷物から取り外した際には、誘
導電波電力によって前記の送信間隔よりも短時間の間隔で送信する微弱送信手段を有し、
該短時間間隔の微弱電波を検出して無線タグの着脱判定をする着脱判定手段を有すること
を特徴とする物流管理方法

を
と

と

であって、



　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、簡易な無線タグを移送すべき荷物に付けて、荷物をリアルタイムで管理する物
流管理の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、運送荷物等の物流管理は、特開平 6-191612号公報に提案されているように、配送車
上の移動端末と管理センターの端末を公衆電話網に接続しておき、新規荷物が発生すれば
、登録末端からその旨を管理センターに登録し、管理センターが最も効率のよい配送車を
選択決定して配送に当たらせるべく、該当する配送車の移動端末に公衆電話網を使って連
結、指示する物流管理システムが知られている。
【０００３】
また、特開平 10-6846号公報に提案されているように、コンテナ毎の IDコード、温度情報
、消費電力情報等の信号をコンテナ毎に設けた光発信器で送信し、その送信信号を車両に
設置した光受信器で受信し、受信した情報信号を車両に設置した車載メモリー機に記憶し
、異常信号の情報処理を行うとともに、車両に設置した車載衛星通信端末機を介してアン
テナからコンテナ情報信号或は異常警報信号を発信し、前記アンテナから発信された情報
信号は通信衛星を経て地上無線交信手段から物流管理センターのルートで伝達されるよう
に成し、又は、車載メモリー機において記憶した情報を一定量記憶し、それをモデムと電
話回線を介して物流管理センターとの間で情報の送受信を行う物流の遠隔監視方法も知ら
れている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した特開平 6-191612号公報の発明においては、配送車のオペレータが
配送の済んだ荷物について、その都度に移動端末に入力しなければならないという問題点
があった。
また、特開平 10-6846号公報の発明は、発電機等を搭載した高品位の物流管理を目的とし
たもので、コンテナに設けた光発信器は、コンテナ毎の IDコード、温度情報、消費電力情
報等の信号を送信するもので、比較的高価な送信機を必要とし、一般的な配送荷物等の物
流管理には不向きであるという問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、その課題は、簡単で安価な無線タグ
を用い、分散する荷物と運搬車両または荷物と倉庫の結合をリアルタイムで追跡すること
が可能であって、荷物の配達時刻の予測、紛失荷物の捜査、配送や保管の効率化、共同配
送など物流管理が可能となる 提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、ほぼ同一周波数帯で固有のＩＤ識別
番号の信号を送信する微弱送信手段のみを有する無線タグ 移送すべき荷物に着脱自在に
取り付け、該荷物を運搬する運搬装置又は保管する保管装置には荷物からの信号を受信す
る受信手段 、該運搬装置又は保管装置の位置情報を取得し確認する位置情報取得手段
を有し、荷物のＩＤ識別番号の信号と位置情報とを結合して物流管理装置に送信し、該物
流管理装置は荷物のＩＤ識別番号と位置情報の履歴から該荷物の現状を特定する物流管理
方法
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前記無線タグは、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線タグ内のＩＤ識別番号で搬送波
を振幅変調して発信する微弱送信手段を有し、荷物から取り外した際には電磁的にシール
ドされた収納装置に収納し、該微弱電波が遮断されたことを検出して無線タグの着脱判定
をする着脱判定手段を有することを特徴とする物流管理方法

物流管理方法を

を

と と

であって、
前記無線タグは、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線タグ内のＩＤ識別番号で搬送波



　請求項２の発明は、ほぼ同一周波数帯で固有のＩＤ識別番号の信号を送信する微弱送信
手段のみを有する無線タグ 移送すべき荷物に着脱自在に取り付け、該荷物を運搬する運
搬装置又は保管する保管装置には荷物からの信号を受信する受信手段 、該運搬装置又は
保管装置の位置情報を取得し確認する位置情報取得手段 を有し、荷物のＩＤ識別番号の
信号と位置情報とを結合して物流管理装置に送信し、該物流管理装置は荷物のＩＤ識別番
号と位置情報の履歴から該荷物の現状を特定する物流管理方法
　

【０００７】
【発明の実施の形態】
ここで、本発明の前提となる物流管理システムから説明するが、本発明の本質は、意思を
もたない荷物 (物 )の流れを広域の全国規模でオンライン的に追跡が可能となる物流管理シ
ステムであって、荷物等は配送車 (運び屋 )等の運搬手段によって運ばれたり、倉庫 (保管
屋 )等によって保管されるので、この配送車と荷物、倉庫と荷物との組み合わせを時々刻
々リアルタイムで追跡し、荷物や配送車や倉庫の現状を正確に把握する物流管理システム
である。
このシステムを構築するには、次のような機能を必要とする。即ち、
（１）配送車 (運び屋 )は複数の荷物 (物 )を同時に読みとらなければならない。
（２）配送車と荷物は紐でつながれているわけではないので、その組を正確に把握するこ
とは難しく、紐以外の手段は無線（マイクロ波、光、超音波など）であるが、これは本質
的に放送であるから自らの配送車だけに限定して使用することは困難であり、これを解決
するには、ＩＤを選択的に受信する手段があるが (CDMAが常套手段 )が、このためには、従
来技術で述べたように、移動端末や携帯電話のような打ち合わせ通信が必要で受信機能を
必要とするが、物に取り付ける無線タグにこのような通信プロトコルをもたせることは、
製造コストと電力消費の観点から得策ではなく、安価で消費電力が僅かな装置が必要であ
る。
（３）無線タグは、保管されているもの、荷物に貼付されて流通しているもの、および、
荷物から取り外されて流通しているものに分けられるが、物と無線タグの着脱関係を判定
しなければならない。
【０００８】
以上の観点から、本発明者らは鋭意研究した結果、ほぼ同一周波数で ID識別信号の送信機
能だけの安価な無線タグと、配送車の位置情報との組み合わせだけで、
（１）物流を生業とする任意の会社 (団体 )が加入できる。
（２）配送状況をリアルタイムに把握でき、配達確認や誤配送や紛失を早期に判断できる
。
（３）現時刻の配送車の位置と配達・積載状況が把握でき、共同配送や空きスペース販売
がオンライン的に管理できる。
等の物流ネットが構築できる物流管理システムを想到するに至った。
【０００９】
[実施例１ ]
以下に、本発明に好適な第１の実施例について、具体的構成を説明する。
[物流ネットの概略 ]
図面を参照して本発明の実施例を説明するが、図１は本発明に適合するシステム全体の概
略を示したもので、配送車 A1,A2,A3や倉庫 A4の荷物に、同一周波数でそれぞれが固有の ID
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を振幅変調して送信する微弱送信手段を有するとともに、荷物から取り外した際には、誘
導電波電力によって前記の送信間隔よりも短時間の間隔で送信する微弱送信手段を有し、
該短時間間隔の微弱電波を検出して無線タグの着脱判定をする着脱判定手段を有する物流
管理方法である。

を
と

と

であって、
前記無線タグは、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線タグ内のＩＤ識別番号で搬送波

を振幅変調して発信する微弱送信手段を有し、荷物から取り外した際には電磁的にシール
ドされた収納装置に収納し、該微弱電波が遮断されたことを検出して無線タグの着脱判定
をする着脱判定手段を有する物流管理方法である。



識別番号を発信する無線タグ１ (a1～ ax～ am～ an)を添付しておく。
ここで、
（１）すべての無線タグ１は、固有の ID識別番号をもち、回収して使用を可能とし、
（２）無線タグ１は、衝突を避けるためランダム周期で自らの ID識別番号を発信し、
（３）発信モードは遠近２モードをもつが、
（４）遠モードは１次電池を使用して電波を発信し、無線交信手段は半径 50m以内にある
タグを検出し、
（５）近モードは無線タグ１を荷物から取り外したとき、受動で電波を発信して配送が終
了した情報として利用するが、配達証明としてオペレータにこの作業を義務づける。
ただし、配送車での荷物の内容と固有の ID識別番号は照合させておくが、後述するように
、安価にするために、無線タグ１ (a1～ an)は簡単な構成で、 ID識別番号も他の配送車の無
線タグ１や他社の無線タグ１と同じ ID識別番号と同じものもありうることが前提である。
【００１０】
配送車 A1,A2,A3や倉庫 A4には携帯電話等の無線交信装置 b1,b2,b3,b4が配置され、トラッ
クなどの配送車に装備して移動したり、倉庫などに設置されており、これらの無線交信装
置には位置情報を緯度と経度で検出するための GPS回路を有し、無線交信装置が受信する
無線タグ１の ID識別番号を把握して、 ID識別番号と位置情報とを最寄りの基地局 c1に送信
し、これらの基地局 c1が受信した情報は管理装置である各社が設置する下位サーバーに送
信する。
この際、配送車に配置された無線交信装置は、遠モードによって当会社以外の無線タグ１
も受信してしまうが、とりあえず無線交信手段は検出した無線タグ１の ID識別番号と自ら
の位置を定期的に携帯電話等の無線交信装置 bを経由してインターネット上の当該会社に
属する下位サーバー dにその情報を送信する。
そして、各社の下位サーバー d1(A社 ),d2(B社 )の上位に各社を総括する上位サーバー eを置
き、すべての下位サーバー d1,d2から上記のデータを吸い上げ、現時刻までの上記データ
の履歴を検索して無線交信装置 b1,b2,b3を配置した配送車と荷物の組を推定する。即ち、
配送車に配置された無線交信手段は、遠モードによって当会社以外の無線タグ１も受信し
てしまうが、各配送車の移動ルートが全く同じことは殆どあり得ないから、移動ルートと
無線タグ１の組み合わせの情報から配送車と荷物の組を特定することができる。
その結果を各社の下位サーバー d1,d2に送信し、下位サーバー d1,d2は上位サーバー eから
の推定結果を読み、リアルタイムで荷物の移動や配送車の空き状態を適格に把握でき、基
地局 c1を介して配送車の無線交信装置 b1,b2,b3,b4に情報の伝達や指令を行い、自らの物
流管理に利用することができる。
【００１１】
次に、実施例１の各構成をより具体的に説明する。
[無線タグ ]
本発明の無線タグ１は受信機能をもたないとしている。その理由は、受信機能をもてば公
衆移動通信における双方向通信技術を適用して無線交信手段と無線タグ１の結合を確定す
ることができるが、このような方法は、無線タグ１に過剰な回路的負担と電力消費をもた
せることになり、経済的にも不利であり、過酷な使用環境による故障や内蔵一次電池の寿
命などの観点から不利だからである。また、 ID情報は外部から電気的に書き換え不可とす
る構成としておく。
無線タグ１の形状は、やや厚みのあるカード状の形であって、発信モードは遠近の２モー
ドをもち、遠モードの構成は所定の周波数の搬送波電波を発信し、バッテリーを使用する
能動方式であり、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線タグ１内の ID識別番号を搬送波を
振幅変調して発信し、このモードの発信電力は微弱であるが、 50m程度の到達距離に設定
してある。
また、近モードは、バッテリーを使用しない受動方式であって、リードボックスに近づけ
てアンテナより電力供給を受けたときにのみ作動する送信機であり、送信電力は超微弱で
到達距離も 1m程度が限度であって、他の構成は遠モードと同じである。
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【００１２】
上記の遠近の２モードをもつ無線タグ１の回路構成を、図２を参照して説明する。
遠モードは、１次バッテリー 13によって作動するが、近モードによる電力が供給されない
限りスイッチ回路 14により１次バッテリー７に接続している。
そして、乱数発生器回路 15によりスイッチ回路 16を制御して、一次バッテリー 13にランダ
ムに短時間通電して特定周波数の搬送波電波を発信し、遠モードにおいては間隔を長くし
て１次バッテリー 13の消耗を極力防いでいる。なお、乱数発生器回路 15は乱数制御回路 22
により、接続時から接続時の間隔は１～５分に設定してある。
通電されている間、 ID識別番号を検出符号化した情報を格納する ROM回路 17から読み出さ
れたパルスの極性に応じてループアンテナ 12を開閉するスイッチ回路 18と、遠近両モード
の第 1の搬送波が作られる発振回路 19の信号を開閉するスイッチ回路 20とによって、これ
らのスイッチ回路が接続したときにのみ、 50m程度の到達距離の微弱電波が発信される。
【００１３】
このスイッチ回路 18は、搬送波を ID情報ビットに応じて on／ offするように構成され、搬
送波を単に振幅変調しているが、もし複数個の無線タグ１からの振幅変調波が衝突すると
ID情報は正確に読みとれない。
衝突の判定は誤り検出によって可能であり、衝突が検出されたら読みとりデータを破棄す
る。衝突は確率的に起こり、非衝突を待って ID情報の読みとりが行われる。
ところで、衝突を避ける有効な信号方式として CDMAがあるが、管理の対象となる無線タグ
１の個数は膨大なので、すべての無線タグ１に異なる CDMA符号を割付けて、選択的に検出
することは不可能であり、もし、 CDMAを採用するならば、 CDMA符号はすべての無線タグに
対して同じとしなければならないが、チャンネルの周波数帯域を同じとすれば、符号拡散
は送信時間の延長をきたし、単純振幅変調方式において非衝突のチャンスを待つ方法と読
みとり効率において大差はなく、かえって回路の複雑さを増すだけである。
したがって、本発明の実施例のように、後述するようなリードボックス 3の採用によって
、共通 CDMA符号方式が単純振幅変調方式に勝る理由はなくなる。
【００１４】
一方、近モードは、配送車や倉庫等の誘導電力送信装置のループアンテナ 11から、トーン
信号を受けて誘導起電力を得、交流・直流変換回路 21により電源を得て作動するものであ
るが、近モードによる電力が供給されているのを検出してスイッチ回路 14により交流・直
流変換回路 21に接続する。
他の回路作動は、乱数発生器回路 15が乱数制御回路 22により接続時から接続時の間隔を短
くし、間隔を１～５秒にしている以外は遠モードと同じである。これは、誘導起回路から
の電力供給を受けている限り、超微弱電波を発射できるので、消費電力を余り考慮する必
要がないので、頻繁に電波を発射する構成とすることができるからである。
【００１５】
[無線交信手段 ]
次に、以上のような荷物に添付した無線タグ１は、移動手段としてトラックなどの配送車
の荷物に添付して移動したり、保管手段としての倉庫などの荷物に添付されて保管される
。そして、移動手段や保管手段には無線交信装置 b(勿論、倉庫等の移動しない保管手段に
おいては通常の固定有線電話でもよい。 )が設置されるが、無線交信装置 bは、
（１）荷物の位置情報を緯度と経度で検出するための GPS回路を有し、
（２）複数の無線タグ１が遠モードで発信する ID識別番号を識別して検出し、
（３）リードボックス 20から、小分けケースに収納されている複数の無線タグ１の ID識別
番号を識別して検出し、
（４）現行携帯電話の機能を有しインターネットに接続する等の機能を有し、携帯電話を
用いて、定められたインターネット上の企業内サーバー d1、 d2に定期的にアクセスする、
等の機能を有する必要がある。
また、送信情報としては、（１）遠モードで検出した複数個の無線タグ１の ID識別番号、
（２）無線交信手段の GPS回路からの位置情報、（３）リードボックス３から受信した配
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達済みの荷物の ID識別番号等があり、受信情報としては、（１）配送管理情報、（２）問
い合わせ情報等がある。
【００１６】
[物流の確定 ]
次に、荷物等の物流の特定を説明する。
（１）先ず、無線タグ１を安価にする為には、同一周波数で送信機能のみ微弱出力であり
、荷物に付随する ID識別番号は通し番号とすることである。
（２）そして、各社サ－バー d1,d2からの情報を集める上位サーバ eには、各 ID識別番号に
付随する荷物の荷主、受取人、受取人の住所等の基礎データと、配送手段と配送ルートの
データが格納されているが、当初からリアルタイムの位置やリアルタイムの配送車の積み
荷状態のデータは入力されていないことが、物流管理としては手間の掛からないシステム
である。
【００１７】
このような物流システムにおいて、物流の確定手順を説明する。
今、図１において、配送車上の荷物に無線タグ１が添付され移動している場合を想定する
と、特定の荷物は、対応する特定の ID識別番号の無線タグ１が添付されているが、無線交
信装置 b1,b2,b3,b4が把握する荷物は、取りあえず無線タグ１からの信号を受信しうる荷
物を配送車に運搬しているものと認識する。ところで、複数台の配送車が近接した場合 (
図１において無線タグ１ axに、無線タグ１ axの電波は無線交信手段 b1,b2の２つの無線交
信手段が受信してしまい、この時点ではどちらの配送車に運搬されているか不明である。
しかし、無線交信手段 b1,b2の配送車が全く同じルートを移動することはないので、下位
サーバー c1および上位サーバー dでの配送車両の位置情報と荷物の ID識別番号の信号との
履歴から荷物の現在位置と、所望の荷物がどの配送車に積まれているかが特定できる。
なお、倉庫や配送車 A1,A2,A3,A4には無関係の荷物および無線タグ１も存在するが、無線
交信手段 b1,b2,b3,b4が受信しないので当然無関係となる。
したがって、荷物は、荷物の送り先と配送車の移動方向さえ指定しておけば、複数の配送
車を特に指定する必要はなく、かつ、後から所望の荷物が積まれている配送車をリアルタ
イムで把握できる。
【００１８】
[配送済みの物流の確定 ]
遠近モードの無線タグ１は、荷物から取り外したときリードボックス３に収納することを
、オペレータに配達証明として義務づけられるものとする。
リードボックス３の構成の１つは、遠近モードを備えた無線タグ１に使用するもので、図
３～図５を用いて説明する。
図３はリードボックス３に適合する無線タグ１で、その形状はやや厚みのある名刺サイズ
のカード状の形であって、下部には凹部 25が設けられている。この無線タグを格納する図
５に示すリードボックス３には、図４に示すような小分けのスライド式の小分けケース 31
が挿入されるが、無線タグ１を収納する複数個の小分けケース 31を有していて、小分けケ
ース 31の形状は無線タグ１の形状に整合するものであって、下部に上記凹部 25と嵌号する
凸部 32が設けられ、無線タグ１を完全に整合して挿入されないと小分けケース 31はリード
ボックス３に押し込めない構造になっている。
図５はリードボックス３の全体を示すもので、リードボックス３は小分けケース 31を収納
するアルミでシールドされた箱状で、一つの小分けケース 31が収容する無線タグ１の総数
は無線タグ１の厚さやアンテナの誘導電波電力によって決まるが、目的に応じて 10枚から
100枚までのタイプを用意され、本実施例では 20枚の無線タグ１が収納でき、その内部に
は電源ケーブル 36および大容量の誘導トーン電波発生回路 (図示せず )から発生する電波を
送信するループアンテナ 33と、各無線タグ１から発信される近モードの搬送波の変調信号
を受信するループアンテナ 34を装備されていて、リードボックス３の内部のアンテナ 34は
ID情報の読みとりを行う無線交信装置 bと同軸ケーブル 35で接続されている。
この時、無線タグ１の近モードが、ループアンテナ 11からのトーン信号を受けて誘導起電
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力を得て、交流・直流変換回路 21により直流電源を得て作動し、１～５秒の短時間の間隔
で無線タグ１の ID情報が送信され、確実にその ID情報がループアンテナ 34を介して無線交
信装置 bに送付され受信される。
したがって、リードボックス３に収納されたときに、その荷物が始めて配達済みであるこ
とを無線交信装置 bおよび基地局 cを介して無線で下位サーバー d1,d2および上位サーバー e
に送信するが、前述したように所望の荷物が配送済みか否かをリアルタイムで把握できる
。
【００１９】
[実施例２ ]
次に、本発明に好適な第２の実施例について、具体的構成を説明する。
実施例２においては、実施例１と比べると、無線タグ１ aは近モードはなく遠モードしか
ない点で相違する。即ち、図２の回路において、近モードを構成するループアンテナ 11、
トーン信号を受けて誘導起電力を得、交流・直流変換回路 21、乱数発生器回路 15の乱数制
御回路 22を必要としないが、発射する回数は少なくて検出に多少時間がかかる点であり、
これに対応してリードボックス３ aの構成も無線タグ１ aの構成も、単に、無線タグ１ aの
送信信号が遮断され無線交信装置 bが受信しなくなったことで着脱を検知するもので、具
体的には荷物から取り外した際には電磁的にシールドされたリードボックス３ aに収納す
ることによって、電波を遮断し無線タグの着脱判定をする構成であり、他の構成は同じで
あるので他の構成の説明は省略する。
したがって、実施例２は実施例１と比べると、無線タグ１ aやリードボックス３ aの構成は
簡単である点が特徴である。
【００２０】
以上述べたように、本発明の実施例の物流管理装置は、複数の異なった運送業者である管
理団体から、荷物の ID識別番号の信号と位置情報とを、双方向通信が可能なインターネッ
トを介して運搬業者即ち各団体の下位サーバーから上位サーバーに集約して分析し、分析
結果を再び下位サーバーを介して運搬装置又は保管装置に返信するものであって、具体的
には図１に示すように、同一運送会社 (A社 )の複数の A社トラック１、 A社トラック２の荷
物は勿論こと、異なった運送会社の B社トラックの荷物や C社倉庫の荷物に添付された無線
タグ 1の微弱電波を無作為に受信し、その無線タグ 1の ID識別コードと位置情報を、各エリ
ア毎あるいは各会社ごとの基地局 c1・・・ cnに無線で送信し、各基地局から双方向通信が
可能なインターネットで各社毎の下位サーバー (A社サーバー、 B社サーバー・・・ N社サー
バー )に送信し下位サーバーを介し、同一運送会社か否かを問わずこれらを統括する上位
サーバー eに全無線タグ 1の ID識別コードと位置情報を送り、上位サーバー eでの分析結果
を返送する双方向通信を行うので、各社毎の無線タグを別途に製作することなく低コスト
、かつ、リアルタイムで荷物等の物流を管理できる。
【００２１】
なお、本発明の特徴を損なうものでなければ、上記の両実施例に限定されるものでないこ
とは勿論である。例えば、両実施例では、物流として有形な荷物としたが、流体・液体・
気体などの無線タグを取り付けることができない場合には、配送終了時点において無線タ
グをリードボックスに挿入した後、ポンプなどの流量メーターの入力をすることによって
、無線タグを有効に使うことができ、本発明の配送管理を行うことができる。また、物流
として荷物の運搬装置として配送車としたが、運搬移送手段であれば鉄道・船舶・航空機
等であってもよい。
また、上位サーバーと下位サーバーと基地局の通信手段として現在普及しているインター
ネットを利用しているが、簡単で瞬時に情報の送受が可能あれば、他の双方向通信でもよ
い。
【００２２】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１および請求項 明によれば、ほぼ同一周波数帯で固
有のＩＤ識別番号の信号を送信する微弱送信手段のみを有する無線タグ 移送すべき荷物
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に着脱自在に取り付け、該荷物を運搬する運搬装置又は保管する保管装置には荷物からの
信号を受信する受信手段 、該運搬装置又は保管装置の位置情報を取得し確認する位置情
報取得手段 を有し、荷物のＩＤ識別番号の信号と位置情報とを結合して物流管理装置に
送信し、該物流管理装置は荷物のＩＤ識別番号と位置情報の履歴から該荷物の現状を特定
したから、簡単で安価な無線タグとなり、運搬装置又は保管装置の特定をリアルタイムで
指定
【００２４】
　 無線タグは、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線タ
グ内のＩＤ識別番号で搬送波を振幅変調して送信する微弱送信手段を 荷物
から取り外した際には誘導電波電力によって前記の送信間隔よりも短時間の間隔で送信す
る微弱送信手段を有し、この短時間間隔の微弱電波を検出して無線タグの着脱判定をする
着脱判定手段を有 送済みの荷物を物流管理装置がより確実にリアルタイムで
把握できるという効果が得られる。
【００２５】
　  無線タグは、内蔵バッテリーの起電力を用いて無線
タグ内のＩＤ識別番号で搬送波を振幅変調して発信する微弱送信手段を有 荷
物から取り外した際には電磁的にシールドされた収納装置に収納し、微弱電波が遮断され
たことを検出することによって無線タグの着脱判定をする着脱判定手段を有
送済みの荷物を物流管理装置がより簡単手段でリアルタイムで把握できるという効果が得
られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に適合するシステム全体の概略を示した説明図
【図２】本発明に好適な無線タグの第１の実施例の回路図
【図３】本発明に好適な無線タグの第１の実施例の外形の斜視図
【図４】図３の無線タグを収納するリードボックスのための小分けケースの斜視図
【図５】本発明の第１の実施例の無線タグを収納するリードボックスの斜視図である。
【符号の説明】
A1,A2,A3…運搬手段 (配送車）
A4…保管手段 (倉庫 )
１ ,a1,・ ax,・ am,・ an…無線タグ
b1,b2,b3,b4…無線交信装置
c1…基地局
d1,d2…下位サーバー
e…上位サーバー
11,12,33,34…ループアンテナ
13…１次バッテリー
14,16,18,20…スイッチ回路
15…乱数発生器回路
17… ROM回路
19…発振回路
21…交流・直流変換回路
22…乱数制御回路
25…凹部
３…リードボックス
31…小分けケース
32…凹部
35…同軸ケーブル
36…電源ケーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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